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車道にあふれた自転車（JR富士駅南口の西側）

駐輪禁止の場所にとめられた自転車
（JR富士駅南口の階段下）

市営駐輪場の外の迷惑駐輪
（富士駅東駐輪場の西側の民地）

　
手
軽
で
便
利
な
乗
り
物
で
あ

る
自
転
車
。

　
あ
な
た
は
、
運
転
や
駐
輪
を

す
る
と
き
に
、
し
っ
か
り
と
マ

ナ
ー
を
守
っ
て
い
ま
す
か
。

　
今
回
は
、
放
置
自
転
車
な
ど

を
規
制
す
る
た
め
に
、
市
で
新

し
く
制
定
さ
れ
た
条
例
の
内
容

と
、
J
R
富
士
駅
近
く
に
新
し

く
で
き
る
駐
輪
場
を
紹
介
し
ま

す
。

駐
輪
マ
ナ
ー
が
守
ら
れ
て
い
ま

せ
ん

　

市
内
で
は
、
近
く
に
市
営
の
自
転

車
駐
車
場（
駐
輪
場
）が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
と
め
て
は
い
け
な
い
場

所
に
自
転
車
な
ど
が
と
め
ら
れ
て
い

る
様
子
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

特
に
、
富
士
市
の
玄
関
口
で
あ
る

J
R
富
士
駅
周
辺
は
、
無
秩
序
に
駐

輪
さ
れ
た
自
転
車
が
多
く
、
歩
行
者

の
安
心
・
安
全
な
通
行
の
妨
げ
に
な

り
、
都
市
景
観
の
悪
化
も
招
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
市
は
、
Ｊ
Ｒ
富
士

駅
の
利
用
者
の
増
加
に
伴
い
、
駐
輪

場
を
設
置
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、

歩
道
な
ど
へ
の
迷
惑
駐
輪
や
、
駐
輪

場
へ
の
自
転
車
の
放
棄
な
ど
が
、
今

も
続
い
て
い
ま
す
。

駐
輪
マ
ナ
ー
を
改
善
す
る
た
め
、

条
例
を
制
定

　

市
は
、
長
年
続
い
て
い
る
迷
惑
駐

輪
や
放
置
自
転
車
な
ど
の
状
況
を
改

善
す
る
た
め
、
現
地
調
査
や
近
隣
市

の
状
況
を
研
究
す
る
な
ど
、
検
討
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。
平
成
24
年
10
〜

11
月
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制

度
に
よ
る
意
見
募
集
を
実
施
し
、「
富

士
市
自
転
車
等
の
放
置
の
防
止
に
関

す
る
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
条

例
は
7
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す

「
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
」を

指
定

　

こ
の
条
例
で
は
、
自
転
車
な
ど
の

放
置
に
よ
り
、
良
好
な
生
活
環
境
が

阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
公
共
の

場
所
を「
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
」

（
以
下
「
放
置
禁
止
区
域
」）
と
し
て

指
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
迷

惑
駐
輪
や
長
期
の
自
転
車
な
ど
の
放

置
が
年
々
多
く
な
っ
て
い
る
Ｊ
Ｒ
富

士
駅
周
辺
が
放
置
禁
止
区
域
に
な
り

ま
す
。

「
放
置
禁
止
区
域
」
で
の
撤
去

　　

放
置
禁
止
区
域
で
は
、
自
転
車
な

ど
を
「
放
置
」
と
判
断
し
て
か
ら
2

日
後
に
撤
去
し
ま
す
。

※「
放
置
」…
自
転
車
な
ど
の
所
有
者

　

が
自
転
車
な
ど
か
ら
離
れ
て
い
て

　

直
ち
に
移
動
で
き
な
い
状
態
。

市
内
駐
輪
場
で
は
撤
去
ま
で
の

期
間
が
変
わ
り
ま
す

　

市
内
の
駐
輪
場
に
お
け
る
駐
輪
環

境
の
改
善
を
図
る
た
め
、「
富
士
市

自
転
車
駐
車
場
条
例
」
を
改
正
し
、

「
放
置
」
と
判
断
し
て
か
ら
7
日
で

警
告
を
行
い
、
さ
ら
に
7
日
経
過
し

た
時
点
で
撤
去
す
る
こ
と
で
、
自
転

車
な
ど
の
放
置
へ
の
対
応
を
迅
速
化

し
ま
す
。

 7月1日
       から

通行を妨げている歩道の迷惑駐輪
（JR富士駅北側の歩道）

、

。

通行を妨げている歩道の迷惑駐輪
（JR富士駅北側のアーケード）

〜
富
士
市
自
転
車
等
の
放
置
の
防
止
に
関
す
る
条
例
〜

放
置
自
転
車
を

　
　
　
規
制
し
ま
す
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ま
ず
は
放
置
し
な
い
こ
と
が
大
切

で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　い合わせ／問

②
放
置
自
転
車
な
ど
に
警
告
〜
撤
去

富士駅東第2駐輪場

自転車放置禁止区域図

富士駅東駐輪場

富士駅南地下駐輪場

富士駅南駐輪場

富士駅西駐輪場

JR富士駅

（7月1日から）

…自転車等放置禁止区域

放
置
自
転
車
の
処
理
の
流
れ

富
士
駅
東
第
2
駐
輪
場
が
で
き
ま
す

★
対
象
は
、
自
転
車
及
び
50　

未
満
の
原
動
機
付
自
転
車
で
す

③
市
が
車
体
番
号
な
ど

　
を
調
査
し
、
警
察
で

　
所
有
者
を
照
会

④
所
有
者
に
通
知

⑤
撤
去
・
保
管
費
用
を
納
入

　

自
転
車
な
ど
の
受
け
取
り
に
は
、
費
用

が
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
転
車
な
ど

の
移
動
・
保
管
に
か
か
る
費
用
の
一
部
で

す
。
保
管
場
所
で
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先

な
ど
を
聞
き
、納
入
書
を
渡
し
ま
す
の
で
、

費
用
を
金
融
機
関
で
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
自
転
車
／
1
台
2
0
0
0
円

■
原
動
機
付
自
転
車
／
1
台
3
0
0
0
円

命令書

cc

　

駐
輪
禁
止
の
場
所
に
駐
輪
し
て
あ
る
自
転

車
や
、
長
期
間
置
か
れ
た
ま
ま
の
自
転
車
な

ど
に
、
命
令
書
を
貼
付
し
ま
す
。
命
令
書
に

は
、
移
動
期
限
の
日
時
を
記
載
し
ま
す
。

　

ま
た
、
巡
回
の
係
員
が
、
自
転
車
の
特
徴

や
放
置
を
確
認
し
た
時
刻
と
場
所
、
移
動
す

る
期
限
の
日
時
を
記
録
し
、
期
限
ま
で
に
移

動
さ
れ
な
い
場
合
は
撤
去
・
保
管
し
ま
す
。

　

巡
回
の
係
員
が
、週
5
回
、

放
置
禁
止
区
域
や
駐
輪
場
を

巡
回
し
ま
す
。

　

所
有
者
に
引
取
通
知
書
を
郵
送
し
ま

す
。
所
有
者
は
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た

日
か
ら
60
日
以
内
に
、
保
管
場
所
で
あ

る
富
士
駅
東
第
2
駐
輪
場（
下
地
図
参
照
）に
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。
車
体
を
確
認
し
ま
す
。

　

費
用
を
納
入
後
、
所
有
者
は
納
入
書

の
控
え
、
引
取
通
知
書
、
本
人
確
認
書

類
、
認
め
印
を
保
管
場
所
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
確
認
後
、
自
転
車
な
ど
を

返
却
し
ま
す
。

★
60
日
を
過
ぎ
て
も
所
有
者

　

か
ら
の
連
絡
が
な
い
場
合

　

は
、
売
却
・
廃
棄
し
ま
す
。

⑥
納
入
を
確
認
後
、
自
転
車
な
ど
を
返
還

①
放
置
禁
止
区
域
・
駐
輪
場
を
巡
回

警察署

市職員

警察署

市職員

警察署

￥ ,￥ ,
￥ , ￥ ,

￥ ,

引取通知書通
知
書

警察署

￥ ,￥ ,
￥ , ￥ ,

￥ ,

引取通知書通
知
書

警察署

市職員

警察署

市職員

　

迷
惑
駐
輪
や
放
置
自
転
車
な
ど
を
解
消
で
き

る
よ
う
、
新
し
く
駐
輪
場
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

利
用
開
始
日
／
7
月
1
日（
月
）（
予
定
）

　
　
　
　
　
　

6
時
〜
24
時
30
分

と
こ
ろ
／
旧
パ
ピ
ー
立
体
駐
車
場
1
階
部
分

　
　
　
　
（
出
入
り
は
南
側
の
道
路
か
ら
で
き
ま
す
）

使
用
料
／
無
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
容
台
数
／
2
0
0
台


